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【進路のしおりを高等部手工芸班が製本】 

５月中旬に＜令和６年度版 進路のしおり＞を配付しました。昨年度の進路のしおりとの大きな違い

は、最終ページの２１ページに、「③障害児福祉手当」の項目が追加記載されたことです。こちらは、

記載してあるとおり、「①の手当に加算して支給される場合がある」というものです。支給額は基本的

に毎年変動しますので、今年度の支給額が記載されています。ご確認ください。小中高のそれぞれの段

階に合わせて、卒業後の進路先について考えるときの参考本にしていただきたく思います。次年度の進

路のしおりがお手元に届くまで、保管をお願いします。また、今年度のしおりは、高等部作業班の一つ

である手工芸班の生徒たちが製本作業をしました。印刷からホチキス止めまで力を合わせて頑張りまし

た。作ったしおりは全部で９０部。作業後半は疲れからか、ページが飛んだり、同じページが２枚綴じ

られていたり・・・。作り直しを避けるためには、時間が掛かっても、丁寧な作業が大切と学ぶことが

できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長崎労働局よりお知らせ】 

 令和７年３月新規高等学校卒業予定者等対象「ながさき合同企業説明会」が、６月１９日に佐世保市

で、翌２０日に長崎市で開かれます。説明会参加の企業紹介集が長崎労働局 HPにて掲載されています。

長崎県内の企業を知っていただく一助となりますので、ぜひ、下のＱＲコードにてご覧ください。県北

会場では、壱岐市の企業が１社、福岡県から３社、県南会場では、福岡県から３社が参加しており、そ

の紹介も記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 ６月２０日県南会場 ６月１９日県北会場 

 

 

二人で壱岐高校の職員室
で印刷しました。印刷機を
使うのは初めてでしたが、
すっかり慣れました。 

 すべてのホチキス止め
を一人で頑張りました。 

  皆で協力して冊子にしました。
後半は疲れてきたな～。 

＜裏面へ＞ 



【高等部は第１回就労体験実習が始まります】 

 今年度も６月３日から、１、２年生は２週間、３年生は３週間の就労体験実習を行います（１年生は

校内実習です）。各自が自分の課題意識をもち、目標達成に向けて頑張ってくれると期待しています。 

実習に先立ち、４月に行いました、保護者様への就労体験実習説明会の資料の一つで、ハローワーク

からご提供の資料、「就労準備に向けて」を、小中学部の保護者様にも知っていただくため、掲載いた

します。児童生徒の皆さんは、高等部を卒業後、ほとんどの方が、①企業就労、②障害者の職業訓練施

設へ進学、③福祉サービス（Ａ型、Ｂ型、施設等）利用のいずれかに決定すると思います（「進路のし

おり」Ｐ１３参照）。「企業が求めること」として挙げられていますが、Ａ型、Ｂ型利用はもちろん、施

設利用の場合も多くの項目が当てはまると思います。社会人として求められる基本的な項目が多くあり

ますので参考にされてください。紙面の都合で「１ 就労体験実習の目的」だけ載せていますが、学校

のホームページには、「２ 就労体験実習の流れ」についても掲載しますので、そちらもぜひご覧くだ

さい。 

 

 

 

 

１．就労体験実習の目的 

 仕事や社会生活を実際に経験することにより 

1．働く習慣を身につけましょう。 

2．働くきびしさや喜びを感じよう。 

3．職場のルールやいっしょに働く人たちとのかかわり方を覚えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちなみに高等部の保護者の皆様には、就労体験実習説明会の際、お子様について、上記の項目に○や

△を記入していただきました。５月の高等部の生徒の実習の事前学習時には、生徒自身もチェックしま

したので、評価を比べてみると面白いと思います。実習ファイルに綴じていますので、機会があればご

覧になってください。 

 

■ 企業が求めること   

 

         採用するには 
        ・ひとりでも安全に作業ができる 

            ・作業がうまくなる可能性がある 

            ・体調が安定している 

            ・気もちのきりかえができる 

【資料提供：ハローワーク様】 

まず   １．時間を守れる        ５．報告、相談ができる 
     ２．あいさつができる        ６．身のまわりの片付けができる 
     ３．清潔な身だしなみができる 
     ４．返事ができる 
 
できれば １．明るい            ５．なかよく作業ができる  
     ２．うそをつかない        ６．自分の症状がわかっている 
     ３．あきずに仕事をする 
     ４．相手の言うことがわかる 

 



２．就労体験実習の流れ

就
労
体
験
実
習

基本的労働習慣

●勝手に休まない、遅刻をしない。

●サボらない。

●報告、連絡、相談ができる。

●指示にしたがい、作業をすることができる。

社会生活

●あいさつができる。●時間を守れる。

●人の指示、話を聞くことができる。

●自分の気持ちを伝えることができる。

安定した日常生活

●規則正しい生活リズム

●十分な食事、すいみんがとれる。

●身だしなみがきちんとできる。●気晴らしができる。

職業・職種に応じた能力

●好きな仕事。

●自分にあった仕事。

●資格を取る。●経験する。 反

省

会

実習で分かったことを

学校生活や家庭で取組み、

次の実習につなげる。

【資料提供：ハローワーク様】


